
一般社団法人日本病院薬剤師会 
 病院薬剤師研究助成等基金寄付金取扱規程 

（目 的） 
第１条 この規程は一般社団法人日本病院薬剤師会 （以下「本会」という）が受領する病院

薬剤師研究助成等基金の寄付金に関し、必要な事項を定めるものとする。 
 
（定 義） 
第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによ

る。 
    ①一般寄付金 使途が特定されていない寄付金 
    ②特別寄付金 使途があらかじめ特定された寄付金 

（学術研究活動に係る費用の支援、教育活動に係る費用の支援、 
薬剤師キャリアパスの運営費用に係る支援、業務改善・学会発表 
等に功績のあった者の表彰に係る費用の支援） 

    なお、上記以外については理事会にて協議する。 
 
（受入基準） 
第３条 本会は、寄付金が次の各号に掲げる基準のいずれかに該当するときは、その寄付金

を受け入れることができないものとする。 
（１）寄付金の受け入れにおいて、次に掲げる条件等が附されているとき 

イ 寄付者に寄付の対価として何らかの利益または便宜を供与すること 
ロ 寄付者が寄付の経理について監査を行うこと 
ハ 寄付後に寄付者が寄付の全部または一部を取り消すことができること 
ニ その他会長が本会の運営上支障があると認める条件 

（２）寄付金を受け入れることにより、本会の不都合が生じると認められるとき、
その他寄付金が定款第３条に定める目的の達成に資するものでないと判断
されるとき 

２ この規程における寄付金は、金銭のみとする。 
 
（受入手続き） 
第４条 寄付金を本会に寄付しようとする者は、様式１による書面で寄付金の申し込みを

行う。 
２ 本会は、前項により寄付金の申込を受理したときは、会長又はその委任を受け

た者により第３条の基準に該当しないことを確認のうえ受入れの可否を決定
し、理事会へ報告する。 

３ 寄付金の受け入れが決定したときは、寄付者に対しその旨を通知する。 



（受領書等の送付） 
第５条 一般寄付金、特別寄付金を受領したときは、礼状、受領書を寄付者に送付するもの

とする。 
２ 前項の受領書には、本会の事業に関連する寄付金である旨、寄付金額及びその受

領年月日を記載するものとする。 
 
（寄付金に係る結果の報告） 
第６条 本会は、寄付者の求めに応じて寄付金総額、使途予定その他必要な事項を記載する

報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、本会ホームページ上でその報告書
の公開をもってこれに代えることができるものとする。 

２ 本会は、寄付者の求めに応じて当該寄付金の収支に係る計算書及び当該支出に
よる効果などを記載した報告書を寄付者に交付するものとする。ただし、本会ホ
ームページ上の公開をもってこれに代えることができるものとする。 

 
（その他） 
第７条 本規程に定めるもののほか、寄付金の取扱いに関して必要な事項は会長が別に定

めることができる。 
 
（改 廃） 
第８条 この規程の改廃は、理事会の議決を経て行うものとする。 
 
附 則 
１ この規程は、令和６年３月１日から施行する。 
 
様式１ （寄付金申込書） 



様式 1（寄付金申込書） 
 
一般社団法人 日本病院薬剤師会 
  会 長  殿 

 年   月   日 

寄 付 金 申 込 書 
金       円 也 

 

□ ① 一般寄付金 使途を特定せず寄付いたします。 

□ ② 特別寄付金 以下の項目より選択（チェック付け）願います。 
□ 学術研究活動に係る費用の支援 
□ 教育活動に係る費用の支援 
□ 薬剤師キャリアパスの運営費用に係る支援 
□ 業務改善・学会発表等に功績のあった者の表彰に

係る費用の支援 
※ 寄付金の種類について、該当する項目の□にチェックを入れ、必要項目をご記入ください。 
 
一般社団法人日本病院薬剤師会の趣旨に賛同し、「一般社団法人日本病院薬剤師会病院 
薬剤師研究助成等基金寄付金取扱規程」に基づく寄付金を上記の通り申し込みます。 
 
住 所 〒 

 
 

氏 名 ふりがな 

 
団 体 名 ふりがな 

 
 

電 話 番 号  
E-mail  

弊会ホームページへのご芳名もしくは団体名、使途ならびに寄付金額の掲載の可否 
□ ① 可（掲載条件：                    ） □ ② 否 
※ 団体として寄付される場合は、団体名もご記入願います。 
 

 
※ 本申込書を受領後、寄付金お支払い方法についてご連絡を差し上げます。 

※ ご入金の確認の後、寄付金受領書を送付させていただきます。 


